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（１） 社会福祉法人 

８－１表 社会福祉法人の法人数の推移 

  

年 度 

総    数 所 轄 庁 別 内 訳 経 営 形 態 別 内 訳 

設 立 
解散・ 

移 転 
合 併 

法人数 

(年度末) 

厚生労働 

大  臣 

東京都 

知 事 
区市長 

社会福祉 

協 議 会 

社会福祉 

事 業 団 

共 同 

募金会 

そ の 他 の 法 人 

総 数 
施設を経営 

する法人 

施設を経営 

しない法人 

平成22年度  16   -   -  1,009   97   912   -   63   16   2   928   884   44  

平成27年度  10   -   2  1,054   110   220   724   63   16   2   973   931   42  

令和２  5   3   2  1,080   29   324   727   63   19   2   996   858   138  

令和３  4   1   -  1,083   29   327   727   63   19   2   999   851   148  

平成４  3   1   -  1,085   29   330   726   63   19   2  1,001   853   148  

平成５  5   -   2  1,088   29   329   730   63   19   2  1,004   854   150  

平成６  1   -   2  1,087   29   331   727   63   19   2  1,003   853   150  

注１ 所轄庁別内訳中、厚生労働大臣とは、東京都内に法人本部事務所をおき、法人の事業が２以上の地方厚生局にまたがり、①全国を単位

として行われる事業、②地域を限定しないで行われる事業、③法令の規定に基づき指定を受けて行われる事業に該当する法人をいう。東

京都知事とは、東京都内に法人本部事業所をおき、厚生労働大臣、区市長以外の法人をいう。区市長とは、東京都内に法人本部をおき、

１つの区市の区域内でのみ事業を行っている法人をいう（平成25年度及び28年度に法改正による権限移譲あり。）。 

 ２ 経営形態別内訳中、その他の法人とは、社会福祉協議会、社会福祉事業団及び共同募金会を除く法人をいう。 

 ３ 施設を経営する法人の「施設」の対象となる社会福祉施設は、統計法第19条による統計調査「福祉行政報告例」第41に倣い、以下のと

おりとする。 

   社会福祉法第２条に規定する、救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的

とする施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、養護老人ホーム、特

別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設、女性自立支援施設、授産施設を経営する事業、助産施設、保育所、児童厚生施設、

児童家庭支援センター、幼保連携型認定こども園、母子・父子福祉施設、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉セン

ター、老人介護支援センター、地域活動支援センター、福祉ホーム、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設、視聴

覚障害者情報提供施設（法第２条第４項に該当するものは対象外である。） 

 ４ 設立には、他道府県市から東京都内に本部を移転した法人を含む。 

 ５ 合併には、合併に伴い東京都内の法人数が減少した場合の件数のみ計上した。 

 ６ 年度末までに、設立、解散・移転、合併、所轄庁変更の事象が発生し、かつ認可を受けたものを反映させた。 

資料 福祉局指導監査部指導調整課 
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（１） 社会福祉法人 

８－１表 社会福祉法人の法人数の推移 

  

年 度 

総    数 所 轄 庁 別 内 訳 経 営 形 態 別 内 訳 

設 立 
解散・ 

移 転 
合 併 

法人数 

(年度末) 

厚生労働 

大  臣 

東京都 

知 事 
区市長 

社会福祉 

協 議 会 

社会福祉 

事 業 団 

共 同 

募金会 

そ の 他 の 法 人 

総 数 
施設を経営 

する法人 

施設を経営 

しない法人 

平成22年度  16   -   -  1,009   97   912   -   63   16   2   928   884   44  

平成27年度  10   -   2  1,054   110   220   724   63   16   2   973   931   42  

令和２  5   3   2  1,080   29   324   727   63   19   2   996   858   138  

令和３  4   1   -  1,083   29   327   727   63   19   2   999   851   148  

平成４  3   1   -  1,085   29   330   726   63   19   2  1,001   853   148  

平成５  5   -   2  1,088   29   329   730   63   19   2  1,004   854   150  

平成６  1   -   2  1,087   29   331   727   63   19   2  1,003   853   150  

注１ 所轄庁別内訳中、厚生労働大臣とは、東京都内に法人本部事務所をおき、法人の事業が２以上の地方厚生局にまたがり、①全国を単位

として行われる事業、②地域を限定しないで行われる事業、③法令の規定に基づき指定を受けて行われる事業に該当する法人をいう。東

京都知事とは、東京都内に法人本部事業所をおき、厚生労働大臣、区市長以外の法人をいう。区市長とは、東京都内に法人本部をおき、

１つの区市の区域内でのみ事業を行っている法人をいう（平成25年度及び28年度に法改正による権限移譲あり。）。 

 ２ 経営形態別内訳中、その他の法人とは、社会福祉協議会、社会福祉事業団及び共同募金会を除く法人をいう。 

 ３ 施設を経営する法人の「施設」の対象となる社会福祉施設は、統計法第19条による統計調査「福祉行政報告例」第41に倣い、以下のと

おりとする。 

   社会福祉法第２条に規定する、救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的

とする施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、養護老人ホーム、特

別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設、女性自立支援施設、授産施設を経営する事業、助産施設、保育所、児童厚生施設、

児童家庭支援センター、幼保連携型認定こども園、母子・父子福祉施設、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉セン

ター、老人介護支援センター、地域活動支援センター、福祉ホーム、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設、視聴

覚障害者情報提供施設（法第２条第４項に該当するものは対象外である。） 

 ４ 設立には、他道府県市から東京都内に本部を移転した法人を含む。 

 ５ 合併には、合併に伴い東京都内の法人数が減少した場合の件数のみ計上した。 

 ６ 年度末までに、設立、解散・移転、合併、所轄庁変更の事象が発生し、かつ認可を受けたものを反映させた。 
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（２） 民生委員 

８－２表 民生委員・児童委員活動状況、区市町村別 

 令和６年度 

区市町村 
民生委員数 

（年度末） 

相 談 ・ 

支援件数 

調 査 ・ 

実態把握 

行事参加 

・ 協 力 

地 域 ・ 

自主活動 

民 児 協 

運営・研修 
証明事務 

要保護児童 

通 告 等 
訪問回数 

連絡調整 

回  数 
活動日数 

 人 件 件 回 回 回 件 件 回 回 日 

総 数 9,718 120,569 190,511 244,424 230,599 358,967 12,137 899 1,006,003 1,487,155 1,379,592 

区 部 6,817 74,527 133,092 171,102 142,583 239,986 7,914 550 611,796 964,541 929,099 

千 代 田 区 49 1,142 95 1,750 1,405 1,295 37 1 3,851 8,266 7,205 
中 央 区 104 1,268 786 2,007 1,978 1,991 20 11 4,500 11,837 11,729 
港 区 135 1,191 3,185 3,596 2,935 4,388 279 10 9,692 11,809 15,187 
新 宿 区 281 2,425 2,036 7,991 6,042 12,271 176 6 25,084 44,394 39,026 
文 京 区 138 1,334 227 3,949 2,416 8,058 82 14 17,316 36,389 21,709 

台 東 区 194 2,307 753 3,325 3,544 6,231 143 14 6,891 15,978 22,520 
墨 田 区 174 3,592 4,120 6,580 5,961 6,659 335 10 25,033 31,129 37,309 
江 東 区 270 3,631 11,663 6,852 4,394 6,789 414 18 34,877 42,198 40,722 
品 川 区 289 4,326 617 5,488 4,403 8,756 345 29 64,279 30,876 41,849 
目 黒 区 220 1,694 5,973 5,908 4,300 9,463 214 16 23,716 40,979 30,813 

大 田 区 482 5,338 2,514 11,594 8,762 18,396 571 46 40,577 64,797 64,166 
世 田 谷 区 616 7,073 13,843 18,240 18,116 22,212 660 36 53,157 79,860 83,464 
渋 谷 区 186 1,448 9,085 5,793 3,465 5,536 62 15 18,055 34,379 27,340 
中 野 区 280 3,091 10,574 5,526 5,965 11,409 195 18 23,818 48,801 39,056 
杉 並 区 379 3,590 6,837 7,565 8,603 13,717 723 8 19,003 44,363 49,194 

豊 島 区 214 3,219 4,623 7,771 8,825 7,212 206 21 19,244 53,152 34,217 
北 区 287 2,307 299 6,502 6,146 9,762 164 9 19,708 28,720 37,477 
荒 川 区 192 940 173 6,297 2,411 6,038 130 4 17,248 27,495 23,462 
板 橋 区 497 5,895 47,325 12,847 7,838 18,580 515 39 85,329 58,272 61,111 
練 馬 区 556 4,874 961 9,541 9,645 16,455 888 49 40,111 45,189 58,528 

足 立 区 493 7,230 1,830 9,342 8,742 14,728 1,065 62 19,976 73,841 65,377 
葛 飾 区 372 4,321 704 14,962 10,890 16,116 361 19 21,561 66,335 60,742 
江 戸 川 区 409 2,291 4,869 7,676 5,797 13,924 329 95 18,770 65,482 56,896 

市 部 2,722 43,641 52,906 69,863 84,415 113,027 4,142 344 375,498 501,370 427,519 

八 王 子 市 436 7,805 17,460 10,020 13,786 21,502 658 46 89,004 98,507 79,806 
立 川 市 150 1,808 3,055 2,694 2,715 6,990 180 33 14,063 24,990 22,594 
武 蔵 野 市 90 1,100 261 4,398 897 3,307 67 3 2,531 15,160 13,772 
三 鷹 市 114 3,581 258 2,349 6,587 2,929 182 15 13,108 14,485 14,656 
青 梅 市 132 1,597 4,824 3,667 2,623 4,807 266 5 29,122 15,697 20,254 

府 中 市 173 2,273 930 4,991 4,148 5,780 293 11 22,960 29,618 25,978 
昭 島 市 85 967 802 2,751 2,818 4,578 93 8 7,017 23,114 15,334 
調 布 市 149 1,247 167 2,634 3,178 5,701 164 22 3,517 30,691 22,680 
町 田 市 192 3,000 452 3,947 7,205 11,455 415 12 49,596 32,103 30,549 
小 金 井 市 68 1,175 1,185 1,441 3,598 2,898 21 26 4,663 16,498 10,741 

小 平 市 113 3,297 7,887 3,476 2,745 5,648 248 30 20,885 32,844 18,252 
日 野 市 121 400 3,057 1,765 1,244 4,726 87 3 6,983 23,409 17,686 
東 村 山 市 95 3,107 5,692 3,219 4,723 3,775 206 10 33,932 16,562 16,009 
国 分 寺 市 66 686 73 2,006 3,311 2,117 77 1 3,437 12,060 9,952 
国 立 市 46 628 93 1,141 3,269 1,190 24 29 2,591 4,241 6,170 

福 生 市 44 674 189 1,574 1,736 1,874 59 6 3,745 7,592 6,562 
狛 江 市 52 1,671 1,722 1,246 1,443 1,966 159 16 12,124 9,281 8,811 
東 大 和 市 52 118 38 1,369 1,325 2,116 75 10 1,522 9,671 8,296 
清 瀬 市 50 510 123 1,215 868 1,928 68 17 4,494 6,149 6,193 
東久留米市 54 1,103 39 1,678 1,836 2,247 68 5 3,210 12,795 9,415 

武蔵村山市 53 794 24 982 981 2,360 48 - 6,115 7,094 7,610 
多 摩 市 82 1,205 619 2,177 2,803 3,106 201 5 15,019 18,643 14,201 
稲 城 市 62 1,284 1,969 2,273 3,840 1,766 68 3 6,268 7,816 9,577 
羽 村 市 35 469 1,473 990 1,348 1,560 176 12 3,285 8,856 5,963 
あきる野市 69 1,452 261 1,975 1,664 2,570 101 1 7,994 8,965 10,247 

西 東 京 市 139 1,690 253 3,885 3,724 4,131 138 15 8,313 14,529 16,211 

郡 部 96 970 2,967 2,234 2,009 3,274 41 2 11,259 11,216 12,427 

瑞 穂 町 36 196 2,681 1,164 892 1,115 9 - 4,517 4,699 4,259 
日 の 出 町 25 450 42 547 694 956 24 2 2,877 2,508 3,751 
檜 原 村 12 74 32 129 37 262 4 - 310 613 997 
奥 多 摩 町 23 250 212 394 386 941 4 - 3,555 3,396 3,420 

島 部 83 1,431 1,546 1,225 1,592 2,680 40 3 7,450 10,028 10,547 

大 島 町 26 571 16 381 372 1,027 24 1 1,602 5,845 4,256 
利 島 村 1 - - 9 - - - - - - 11 
新 島 村 9 106 32 143 159 171 2 - 915 223 990 
神 津 島 村 7 19 4 156 86 158 - 2 666 543 863 
三 宅 村 7 221 1 103 418 134 - - 65 249 781 

御 蔵 島 村 - - - - - - - - - - - 
八 丈 町 28 440 1,493 404 533 1,159 14 - 4,171 3,160 3,489 
青 ヶ 島 村 - - - - - - - - - - - 
小 笠 原 村 5 74 - 29 24 31 - - 31 8 157 

資料 福祉局生活福祉部地域福祉課 
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（３） 資金 

８－３表 生活福祉資金 

（８－３表の１） 
単位 件、千円  

項 目 
平成22年度 27 令和２ 

貸付申込分 貸付決定分 貸付申込分 貸付決定分 貸付申込分 貸付決定分 

元 金 合 計 
件 数 9,203 9,145 3,126 3,122 324,428 324,420 

金 額 6,575,413 6,537,745 3,709,479 3,704,932 107,717,358 107,713,958 

福 祉 費 
件 数 457 457 275 275 71 71 

金 額 299,349 299,349 121,286 121,286 34,926 34,926 

緊 急 小 口 

資 金 

件 数 2,340 2,332 321 321 185,857 185,855 

金 額 198,119 197,519 22,397 22,397 36,619,965 36,619,565 

教 育 支 援 

資 金 

件 数 2,033 2,033 2,441 2,439 1,298 1,298 

金 額 2,378,014 2,378,014 3,025,722 3,022,327 1,031,439 1,031,439 

総 合 支 援 

資 金 

件 数 4,330 4,280 54 52 137,182 137,176 

金 額 2,994,353 2,957,285 30,024 28,872 69,703,184 69,700,184 

不 動 産 担 保 型 

生 活 資 金 

件 数 14 14 8 8 6 6 

金 額 368,760 368,760 223,440 223,440 149,590 149,590 

要 保 護 者 世 帯 

向 け 不 動 産 担 

保 型 生 活 資 金 

件 数 29 29 27 27 14 14 

金 額 336,818 336,818 286,610 286,610 178,254 178,254 

注１ 端数処理のため、総数と内訳の計が一致しない場合がある。 

 ２ 令和２年度から令和４年度までの緊急小口資金及び総合支援資金については、新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付を含

む。 
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８－４表 生活福祉資金償還状況 

単位 千円、％  

年  度 
現    年    度 過    年    度 

調 定 金 額 償 還 金 額 償 還 率 調 定 金 額 償 還 金 額 償 還 率 

平 成 22 年 度 1,432,964 874,635 61.0 3,824,629 275,858 7.2 

   27 1,692,465 1,058,841 62.6 5,133,712 346,515 6.7 

令 和 ２ 2,004,086 1,384,824 69.1 5,918,919 385,869 6.5 

令 和 ３ 2,185,924 1,561,305 71.4 6,100,814 388,742 6.4 

令 和 ４ 58,325,757 3,466,924 5.9 6,278,327 286,588 4.6 

   ５ 47,030,929 9,572,047 20.4 9,639,671 949,006 9.8 

   ６ 37,332,524 8,280,692 22.2 29,979,893 1,507,497 5.0 

注１ 長期生活支援資金（要保護世帯向けを含む。）、不動産担保型生活資金（要保護世帯向けを含む。）を除く。 

 ２ 令和４年度から令和６年度は、新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付を含む。 
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（３） 資金 

８－３表 生活福祉資金 

（８－３表の１） 
単位 件、千円  

項 目 
平成22年度 27 令和２ 

貸付申込分 貸付決定分 貸付申込分 貸付決定分 貸付申込分 貸付決定分 

元 金 合 計 
件 数 9,203 9,145 3,126 3,122 324,428 324,420 

金 額 6,575,413 6,537,745 3,709,479 3,704,932 107,717,358 107,713,958 

福 祉 費 
件 数 457 457 275 275 71 71 

金 額 299,349 299,349 121,286 121,286 34,926 34,926 

緊 急 小 口 

資 金 

件 数 2,340 2,332 321 321 185,857 185,855 

金 額 198,119 197,519 22,397 22,397 36,619,965 36,619,565 

教 育 支 援 

資 金 

件 数 2,033 2,033 2,441 2,439 1,298 1,298 

金 額 2,378,014 2,378,014 3,025,722 3,022,327 1,031,439 1,031,439 

総 合 支 援 

資 金 

件 数 4,330 4,280 54 52 137,182 137,176 

金 額 2,994,353 2,957,285 30,024 28,872 69,703,184 69,700,184 

不 動 産 担 保 型 

生 活 資 金 

件 数 14 14 8 8 6 6 

金 額 368,760 368,760 223,440 223,440 149,590 149,590 

要 保 護 者 世 帯 

向 け 不 動 産 担 

保 型 生 活 資 金 

件 数 29 29 27 27 14 14 

金 額 336,818 336,818 286,610 286,610 178,254 178,254 

注１ 端数処理のため、総数と内訳の計が一致しない場合がある。 

 ２ 令和２年度から令和４年度までの緊急小口資金及び総合支援資金については、新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付を含

む。 
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８－４表 生活福祉資金償還状況 

単位 千円、％  

年  度 
現    年    度 過    年    度 

調 定 金 額 償 還 金 額 償 還 率 調 定 金 額 償 還 金 額 償 還 率 

平 成 22 年 度 1,432,964 874,635 61.0 3,824,629 275,858 7.2 

   27 1,692,465 1,058,841 62.6 5,133,712 346,515 6.7 

令 和 ２ 2,004,086 1,384,824 69.1 5,918,919 385,869 6.5 

令 和 ３ 2,185,924 1,561,305 71.4 6,100,814 388,742 6.4 

令 和 ４ 58,325,757 3,466,924 5.9 6,278,327 286,588 4.6 

   ５ 47,030,929 9,572,047 20.4 9,639,671 949,006 9.8 

   ６ 37,332,524 8,280,692 22.2 29,979,893 1,507,497 5.0 

注１ 長期生活支援資金（要保護世帯向けを含む。）、不動産担保型生活資金（要保護世帯向けを含む。）を除く。 

 ２ 令和４年度から令和６年度は、新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付を含む。 
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援助 

貸付決定状況 

（８－３表の２） 
  

３ ４ ５ ６ 

貸付申込分 貸付決定分 貸付申込分 貸付決定分 貸付申込分 貸付決定分 貸付申込分 貸付決定分 

221,578 221,578 22,417 22,416 1,933 1,933 1,660 1,660 

99,812,761 99,812,761 8,525,644 8,525,644 1,663,482 1,663,482 1,677,457 1,677,457 

121 121 119 119 146 146 152 152 

50,569 50,569 35,857 35,857 56,406 56,406 45,617 45,617 

59,821 59,821 11,799 11,799 315 315 222 222 

11,824,632 11,824,632 2,295,538 2,295,538 19,370 19,370 12,485 12,485 

1,368 1,368 1,489 1,489 1,432 1,432 1,258 1,258 

1,111,509 1,111,509 1,219,656 1,219,656 1,176,640 1,176,640 1,040,043 1,040,043 

160,259 160,259 8,983 8,983 15 15 10 10 

86,654,967 86,654,967 4,397,944 4,397,944 7,158 7,158 4,225 4,225 

2 2 9 8 8 8 6 6 

61,310 61,310 339,280 339,280 199,010 199,010 198,520 198,520 

7 7 18 18 17 17 12 12 

109,774 109,774 237,369 237,369 204,898 204,898 376,567 376,567 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 城北労働・福祉センター 

８－５表 城北労働・福祉センターの利用状況 

単位 人、件  

年  度 

相 

談 

受 

付 

数 

相  談  延  件  数 

総 
 

数 

労 
 

働 

生
活
保
護 

福 

祉 

法 

そ
の
他
の 

医 
 

療 

応 急 援 護 
そ 

の 

他 

給 

食 

交 

通 

物 

品 

宿 

泊 

平 成 22 年 度 38,317 40,450 886 355 1 931 16,734 739 3,350 11,943 5,511 

平 成27 7,995 8,366 293 48 - 95 1,827 84 877 2,928 2,214 

令 和 ２ 3,106 3,216 167 42 - 27 615 28 269 547 1,521 

令 和 ３ 2,413 2,476 103 43 - 24 247 16 214 425 1,404 

令 和 ４ 2,201 2,284 64 21 - 12 254 7 192 374 1,360 

平 成５ 1,997 2,033 51 23 - 23 188 15 130 343 1,260 

平 成６ 1,612 1,638 10 15 - 8 164 4 111 249 1,077 
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（５） 福祉人材養成の状況 

８－６表 介護等従事者養成の状況 

ａ 介護員養成研修修了者の状況 

単位 人  

年  度 総 数 
介 護 職 員 初 任 者 研 修 課 程 生 活 援 助 従 事 者 研 修 課 程  

総 数 通 学 通 信 総 数 通 学 通 信 

平 成 27 年 度 14,389 14,389 2,119 12,270 ・ ・ ・ 

令 和 ２ 9,301 9,301 1,128 8,173 - - - 

令 和 ３ 11,349 11,349 1,395 9,954 - - - 

令 和 ４ 9,699 9,699 1,034 8,665 - - - 

平 成５ 9,235 9,235 791 8,444 - - - 

平 成６ 8,563 8,563 830 7,733 - - - 

注１ 平成25年４月から訪問介護員（ホームヘルパー）養成研修２級課程相当の研修として、介護職員初任者研修課程を新設 

 ２ 平成30年10月から生活援助従事者研修課程を新設 
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ｂ 障害者居宅介護従業者基礎研修等修了者の状況 

単位 人  

年  度 居宅３級 居宅２級 居宅１級 重度訪問 行動援護 同行援護 居宅初任者 居宅基礎 

平 成 22 年 度 69 13,876 - 1,243 196 ・ ・ ・ 

平 成27 ・ ・ ・ 1,130 280 2,128 15 15 

令 和 ２ ・ ・ ・ 1,203 649 1,341 - 8 

令 和 ３ ・ ・ ・ 1,593 619 1,526 - 7 

令 和 ４ ・ ・ ・ 1,787 584 1,654 - 7 

平 成５ ・ ・ ・ 1,925 480 1,995 - 4 

平 成６ ・ ・ ・ 1,769 512 2,010 - 14 

注１ 「障害者居宅介護従業者基礎研修等事業」は、平成25年８月１日「障害者（児）居宅介護従業者養成研修等事業」から改正 

  ２  同行援護は、平成23年10月１日新設 

  ３  居宅初任者は、平成25年８月１日新設 

  ４  居宅基礎は、平成25年８月１日新設 

 ５ 居宅３級、２級及び１級は、平成25年７月30日廃止 
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ｃ 障害者（児）移動支援従業者養成研修修了者の状況 

単位 人  

年  度 視 覚 障 害 全身性障害 知 的 障 害 

平 成 22 年 度 1,331 679 1,228 

平 成27 - 823 984 

令 和 ２ - 146 698 

令 和 ３ - 191 756 

令 和 ４ - 267 716 

平 成５ - 286 665 

平 成６ - 289 724 

注  「障害者（児）移動支援従業者養成研修事業」は、平成18年10月１日「障害者（児）居宅介護従業者養成研修事業」から移行 
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